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料 金 ・ 決 済 規 程

1 ． 　 こ の規程は、 水海道ゴルフ ク ラ ブ（ 以下「 当ゴルフ 場」 と いう ） における 正会員及び年間会員の

　 　 　 利用料金及びその決済につき 定めたものである 。

2 ． 　 正会員の入会金及び年会費

　 1 ） 　 正会員になろ う と する 者は、 会社に対し 以下の入会金を支払う 。

　 　 　 　 新法人会員　 　 7,150,000 円　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 2025.10.01 改定）

　 　 　 　 個人会員　 　 　 3,300,000 円 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 2025.10.01 改定）

　 ２ ） 　 毎年1 月1 日から 12 月31 日ま でを会員年度と し 、 会員は会社に対し 、 毎年12 月25 日ま

でに、 以下の翌年度分年会費を支払う 。                （ 2022.10.01 改定）  

　 　 　 　 旧法人会員　 　 154,000 円　

　 　 　 　 新法人会員　 　 264,000 円

　 　 　 　 個人会員　 　 　 132,000 円

　 ３ ） 　 年度途中で入会する 場合は、 会社に対し 、 入会日に応じ て、 以下の初年度年会費を支払う 。

　 　 　 　 　 第1 四半期（ 1 月1 日から 3 月31 日ま で） の入会　 　 年会費の100 ％

　 　 　 　 　 第2 四半期（ 4 月1 日から 6 月30 日ま で） の入会　 　 年会費の75 ％

　 　 　 　 　 第3 四半期（ 7 月1 日から 9 月30 日ま で） の入会　 　 年会費の50 ％

　 　 　 　 　 第4 四半期（ 10 月1 日から 12 月31 日ま で） の入会　 年会費の25 ％

　 ４ ） 　 一度納入さ れた入会金及び年会費は、 事情の如何を問わず返却し ない。

3 ． 　 年間会員の入会金と プレ ー権料およ び年会費　 　 　 　 　 　 　 　 (2023.02 よ り 新規募集停止中)

　 １ ） 　 年間会員になろ う と する 者は、 会社に対し 、 以下の入会金、 プレ ー権料およ び年会費を支払う 。

　 　 　 　 全日会員　 　 プレ ー権料　 330,000 円

年会費　 　 　 132,000 円

入会金　 　 　  55,000 円（ 入会時のみ） 　 　 　 　 　 　 　 （ 2022.10.01 改定）

　 　 　 　 週末会員　 　 プレ ー権料　 220,000 円

年会費　 　 　 132,000 円　 　 　 　  　 　 　 　 　 (2013.07.31付一旦募集停止)

入会金　 　 　  55,000 円（ 入会時のみ） 　 　 　 　 　 　 　 （ 2022.10.01 改定）

　 平日会員　 　 プレ ー権料　 110,000円

年会費　 　 　 132,000 円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 入会金　 　 　  55,000 円（ 入会時のみ） 　 　 　 　 　 　 　 （ 2022.10.01 改定）

　 ２ ） 　 年間会員の有効期限は１ 年間で随時入会でき る が、 入会日は入会金、 プレ ー権料およ び年会費

の支払いが確認でき た日の翌月1 日から と する 。 なお、 入会者の希望があれば、 確認日の当月か

ら 入会する こ と もでき る が、 入会月の確定日ま では会員扱いと なら ない。

　 ３ ） 　 年間会員が引続き 翌年も入会する 場合は、 最終月の25 日ま でに、 定めら れたプレ ー権料およ

び年会費を支払う 。

　 ４ ） 　 一度納入さ れた入会金、 プレ ー権料およ び年会費は、 事情の如何を問わず返却し ない。

4 ． 　 預託金

　 １ ） 　 正会員は、 会社に対し 、 以下の預託金を預託する 。

　 　 　 　 　 旧法人会員　 　 45,000,000 円

　 　 　 　 　 新法人会員　 　 20,000,000 円

　 　 　      新法人会員（ 1 口2 名記名） は2 つの会員番号を持ち 、 預託金はそれぞれの会員番号



の口座に10,000,000 円ずつ預託し （ 登録記名人が決ま ら ない場合でも同様） 、

           登録記名人が変更さ れる 場合、 新登録記名人はその口座を引き 継ぐ 。

　 　 　 　 　 個人会員　 　 　 10,000,000 円

　 ２ ） 　 預託金は、 無利子と し 、 正会員が退会手続き を完了し た時点で全額を返還する 。 ただし 、 会則

第14 条第1 項第1 号によ り 除名さ れた正会員は、 会社に対し 預託金の返還を請求する こ と がで

き ない。

　 ３ ） 　 正会員が退会手続き をし た時点で会社に対し 未納料金がある 場合には、 預託金から 未納料金を

控除する 。

　 ４ ） 　 預託金返還請求権は、 退会手続き 完了の前後を問わず譲渡、 担保権の設定等一切の処分ができ

ない。

　 ５ ） 　 旧法人会員が新法人会員に移行する 場合、 旧法人会員が移行手続き を完了し た時点で、 旧法人

会員の預託金額と 新法人会員の預託金額の差額を返還する 。

5 ． 　 書換手数料

　 １ ） 　 法人会員は、 登録記名人を変更する 場合、 会社に対し 、 以下の書換手数料を支払う 。

（ 2021.10.01 改定）

　 　 　 　 　 旧法人会員　 　 記名人　 1 名につき 440,000 円　 　 代理人　 1 名につき 440,000 円

　 　 　 　 　 新法人会員　 　 　 　 　 　 1 名につき 440,000 円

　 ２ ） 　 法人会員は、 法人の名称を変更する 場合、 会社に 対し 1 回に つき 1 口11,000 円の書換手数 

料を支払う 。

　 ３ ） 　 一度納入さ れた書換手数料は、 事情の如何を問わず返却し ない。

6 ． 　 ゴルフ 場の利用料金等

　 　 　 当ゴルフ 場における プレ ー料金等の利用料金なら びに予約がキャ ン セルさ れた場合の取り 扱いは、

　 　 会社が別途定める 。

7 ． 　 決済方法

　 １ ） 　 旧法人会員

　 　 ①　 旧法人会員は、 当ゴルフ 場の利用料金及び年会費等の支払いを、 現金払い、 ク レ ジッ ト カード

払い、 請求書払いによ り 行う 。

　 　 ②　 旧法人会員の同伴ま たは紹介によ る ゲスト の利用料金の支払いは、 現金払いま たはク レ ジッ ト

カード 払いま たは会社が認めた方法によ る ものと する 。 同伴ま たは紹介をし た旧法人会員は、 ゲ

スト の利用料金につき 請求書払いによ る 支払いを行う こ と もでき る 。

　 ２ ） 　 新法人会員及び個人会員

　 　 ①　 入会金なら びに預託金の支払方法は、 銀行振込みま たはク レ ジッ ト カード ま たは会社が認めた

方法によ る ものと する 。 預託金の入金確認後、 会社は残高証明書の発行（ 無償） を行う 。 なお、

預託金入金に関する 領収書なら びに預託金証書は発行し ない。

　  ② 新法人会員及び個人会員は、 当ゴルフ 場の利用料金及び年会費等の支払いのため、 支払預り 金

口座（ 以下「 デポ口座」 と いう ） を開設する 。 こ れによ り 、 会社に対する 全ての支払いを 、 現金

払い、 ク レ ジッ ト カード 払い、 請求書払い、 デポ口座残高（ 以下「 デポジッ ト 」 と いう ） 、 会社

が定める 「 ポイン ト 制度の栞」 に規定する ポイ ン ト （ 以下「 ポイ ン ト 」 と いう ） ま たは会社が認

めた方法によ り 行う 。 なお、 デポ口座の利用は新法人会員及び個人会員の権利であり 、 利用し な

いこ と が出来る 。

　 　 ③　 デポ口座には、 預託金から の振替のほか、 現金払い、 ク レ ジッ ト カード 払い、 請求書払いによ

り 入金する こ と ができ る が、 ポイ ン ト の振替によって入金する こ と はでき ない。

　 　 ④　 新法人会員及び個人会員は、 会社が定める 年会費の支払い時点において、 デポジッ ト が年会費



の支払いに不足する 場合、 デポジッ ト 不足分と 同額を預託金から 振り替える こ と についてあら か

じ め同意する 。

　 　 ⑤　 預託金の振替によ り 入金する 場合、 デポ口座への振替後の預託金の残高は、 以下の金額を下回

る こ と ができ ない。

　 　 　 　 新法人会員　 　 6,000,000 円

         新法人会員（ 1 口2 名記名） は2 つの会員番号を持ち 、 それぞれの会員番号の口座 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 の預託金残高は300万円を下回る こ と ができ ない。

　 　 　 　 個人会員　 　 　 3,000,000 円

　 　 ⑥　 デポジッ ト は、 その口座を保有する 新法人会員及び個人会員のみが使用でき る 。 ま た、 会社は、

本人確認を行う こ と ができ た場合には、 新法人会員及び個人会員にデポジッ ト の使用を認めなけ

ればなら ない。

　 ３ ） 　 残高証明書発行手数料　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (2024.11.01 改定）

　 　 　 新規入会時及び、 年1 回３ 月末付けの残高証明書は、 無償と する 。 それ以外の発行については、

下記の料金が発生する 。

　 　  　 新法人会員　 何口でも 1 件に付き 　 550円

　 　  　 個人会員　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  550円　

　 ４ ） 　 年間会員の決済方法

　 　 　 年間会員は、 ５ ． ゴルフ 場の利用料金等に規定さ れた当ゴルフ 場の利用料金等（ 同伴によ る ゲス

ト の利用料金を含む） の支払いを、 現金払い、 ク レ ジッ ト カード 払い、 ポイ ン ト 口座その他会社

が認めた方法によ り 行う 。 ま た、 入会金、 プレ ー権料及び年会費の支払いについては、 銀行振り

込み、 現金払い、 ク レ ジッ ト カード 払いま たは会社が認めた方法によ り 行う こ と もでき る 。

8 ． 　 規程の変更

    会社は、 必要に応じ 、 会員に対する通知をせず、 本規程の内容を改定する こ と ができ る 。 ただ

し 、 会員は、 会社に対し 会社の営業時間内において、 会社が定める 方式によ り 、 その時点におい

て有効な本規程の閲覧を請求する こ と ができ る 。
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